
厚木市立図書館資料収集基準 

 

（目的） 

第１条 この基準は、図書館法（昭和25年法律第118号）第３条第１項に基

づき、厚木市立図書館における資料の収集に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（収集方針） 

第２条 厚木市立図書館は、図書館奉仕のため、市民の希望に沿い、社会的

動向状況を配慮して、市民の学習・教養・調査研究・趣味・レクリエーシ

ョン等に役立つ資料を収集する。 

２ 資料の収集は、次の各号に定める方針に基づき行うものとする。   

なお、収集対象外資料については、第４条に定める。 

(1) 国内出版物を中心に、総合的・体系的な資料構成に努め、各分野の調

査・研究の基礎となる資料や入門書を主として収集する。専門性の高い

資料については、神奈川県立図書館、神奈川県立川崎図書館、市内大学

図書館、近隣の図書館等に留意して判断する。 

(2) 最新の情報を提供できるように、改訂版や増補版の出版に留意する。 

(3) 思想、信条、宗教、政治的立場について、公平に扱う。多様な、対立

する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収

集する。 

(4) 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、

紛糾をおそれて自己規制したりしない。 

(5) 収集する資料の種類については図書、逐次刊行物、郷土・行政資料、

視聴覚資料等、様々な形態の資料を収集する。 

(6) 資料の選定は、選定会議を開催し、図書館の責任において決定する。

多量に出版されている類似的な資料は、著者や出版社、形態等を考慮し

て選定する。 

(7) オンライン・ネットワークで結ばれている各公民館図書室の蔵書構成

にも留意し、体系的でバランスの取れた収集に努める。 

（収集基準） 

第３条 収集基準については、第２条の方針に基づき、日本十進分類等に従

い、特徴的な項目について、次のとおり定める。 

(1) 一般図書 

ア ０類 総記 

(ｱ) 百科事典や年鑑などの参考図書は、最新の情報提供ができるよう



に留意し、目次と索引の精度が高いものを収集する。 

(ｲ) 情報科学・コンピュータについては、進歩と変化が著しい分野で

あることから、最新の情報を提供できるよう留意する。 

イ １類 哲学・宗教 

(ｱ) 哲学及び心理学は、古典から現代まで幅広く収集する。各思想の

体系性に留意する。 

(ｲ) 宗教は、古典的宗教家の著作や伝記を主に収集する。 

ウ ２類 歴史・地理  

(ｱ) 各国史は、古代から現代まで幅広く収集する。 

(ｲ) 伝記は日本人、外国人とも、各分野の著名な人物を中心に収集す

る。 

(ｳ) 各国の地誌、旅行案内は最新版に留意する。 

エ ３類 社会科学 

(ｱ) 政治は、古典的なものから時事性のあるものまで収集する。 

(ｲ) 法律・経済は法令の制定、改廃に留意する。 

(ｳ) 統計・財政は、常に最新の情報を得られるよう資料の更新に留意

する。 

(ｴ) 社会は、生活に密接にかかわる分野であることから、時事性のあ

るものや実用的なものを収集する。 

(ｵ) 教育は、多様な観点の資料を収集する。 

(ｶ) 冠婚葬祭、年中行事についての資料は、実用的なものから民俗学 

的なものまで収集する。 

オ ４類 自然科学 

(ｱ) 自然科学は、進歩と変化が著しい分野であることから、常に最新

の情報を得られるよう資料の更新に留意する。 

   (ｲ) 動・植物図鑑等については、色彩技術等の精度の高いものに留意 

する。 

(ｳ) 医学は、一般教養的な入門書を中心に収集する。実用書について

は科学的信頼性に注意して収集する。 

カ ５類 技術 

(ｱ) 技術・工学は、入門書を中心に最近の動向に留意して収集する。 

(ｲ) 建築は、最新の情報以外に歴史にも留意して収集する。 

(ｳ) コンピュータや通信技術の分野は、変化が激しいことから、最新

の資料を提供できるよう収集する。 

(ｴ) 家政学、生活科学については、生活に役立つ多種類の実用的な資



料を収集する。 

キ ６類 産業 

(ｱ) 産業の新しい動向について書かれた資料を中心に収集する。 

(ｲ) 園芸・ペットは趣味や実用に役立つ資料を収集する。  

ク ７類 芸術 

(ｱ)美術・音楽に関する鑑賞・評論及びその制作・実技の両面につい

て収集する。 

(ｲ) スポーツ・体育は新しいスポーツ、ルールの改廃に留意する。ま 

た指導や研究に役立つ資料も収集する。 

ケ ８類 言語 

(ｱ) 教養・学習・実用に役立つ、資料を中心に収集する。 

(ｲ) 日本語においては、各分野を幅広く収集する。 

(ｳ) 手紙・挨拶についての資料は、実用性の高いものを収集する。 

コ ９類 文学 

(ｱ) 最も利用の多い分野であることから、豊富な資料を収集する。 

(ｲ) 文学については、あらゆる分野の古典から現代まで幅広く収集す

る。現代小説については、著者、出版社、賞等に留意して収集する。 

(2) 児童図書 

児童図書は、乳幼児から中学生までを対象とし、子どもが言葉を学

び、読書の楽しみを発見する図書を収集する。 

ア 児童文学は、子どもの成長過程を考慮して、絶えず読み継がれるよ 

うな評価の定まった図書を中心に収集する。 

イ 絵本は、子どもの読書の第一歩であることに留意し、表現が豊かで、

子どもの想像力・空想力を十分に養うものを収集する。 

ウ 紙芝居は、絵と文の調和がとれていて、子どもが喜ぶ要素を備えて

いるものを収集する。 

エ 子どもの自主的な調べ学習など、調査研究を援助する資料の収集に

努める。 

(3) 中・高校生向け（青少年）図書 

中学生、高校生及び同世代の青少年を対象に、進路や生き方等、この

世代特有のテーマに留意し、青少年が関心を持つ内容の資料を幅広く収

集する。 

(4) 国際資料  

 ア 外国籍の人々が日本を知るための資料や、日常生活に役立つ資料を 

収集する。 



イ 文学については各国の言語で書かれた小説や、日本で翻訳本が出版

されている原書等を中心に収集する。 

  ウ 外国語を学ぶための語学書及び外国籍の人が日本語を学ぶための語

学書は、ＣＤとセットとなった語学書を収集する。  

(5) 逐次刊行物 

  ア 新聞 

(ｱ) 国内刊行新聞 

主要な全国紙及び神奈川県内で刊行されている新聞を収集する。 

(ｲ) 外国語新聞 

市内在住外国人の状況を踏まえ、利用が見込まれる主要な新聞を

収集する。 

  イ 雑誌 

(ｱ) 国内刊行雑誌 

子どもから高齢者までの読書要求にこたえるため、趣味・娯楽・

教養・調査研究等に役立つ雑誌を収集する。 

(ｲ) 外国語雑誌 

市内在住外国人の状況を踏まえ、利用が見込まれる各分野の主要

な雑誌を収集する。 

 (6) 郷土・行政資料 

  ア 厚木市に関する資料は、網羅的に収集する。 

イ 神奈川県に関する資料を収集する。 

ウ 神奈川県下の市町村（旧神奈川県域含む）に関する資料を収集する。 

(7) 視聴覚資料（ＣＤ） 

教育的価値及び普遍性・地域性等を鑑み、学習・教養及び実用等に資

するものを収集する。また、名曲として評価の定まったもの、各種音楽

賞、売上情報等を参考に次の内容を中心に収集する。 

  ア クラシック音楽 

イ ポピュラー音楽（洋楽・邦楽・演歌等） 

  ウ その他の音楽（唱歌・民謡・効果音・その他） 

エ 音楽以外 

(ｱ) 謡・講談・落語等古典芸能 

(ｲ) 朗読等 

(8) 障がい者サービス用資料 

障がい者の利用に供するため、文学・娯楽・音楽関係を中心に録音資

料（カセット・ＣＤ等）や大活字本等を収集する。  



（収集対象外資料） 

第４条 公共図書館における資料収集の観点から、原則として次の各号に定

めるものについては、収集の対象から除外する。 

(1) 法令等により収集することがふさわしくないと考えられるもの。 

ア 個人情報の記述がある資料及び人権又は名誉・プライバシーを侵害

する資料 

イ 著作権法上、閲覧や貸出ができない資料 

ウ 犯罪・自殺等を助長する資料 

エ 性的・肉感的刺激を主目的とするポルノと判断される資料 

オ 特定の個人・団体・機関を誹謗中傷するような資料 

(2) 個人利用に限定されると考えられるもの 

ア 学習参考書・学習問題集・資格試験参考書・資格試験問題集 

イ 書名に学習参考書又は学習問題集と明記されている資料 

ウ 書名に資格試験参考書又は資格試験問題集と明記されている資

料 

エ 出版社又は取次業者が、学習参考書又は学習問題集と判断した

資料 

オ 出版社又は取次業者が、資格試験参考書又は資格試験問題集と

判断した資料 

(3) 内容が非常に高度であるため、利用対象者が限られる専門資料 

(4) しかけ絵本、書き込み式、カード形式、切り取って使用する形式、

その他著しく破損しやすく、図書館では管理・保存が難しいと考え

られる形状の資料 

（5）ゲーム攻略本 

（6）発売後１年以内のコミック 

（7）タレント等（テレビ・ラジオ・映画・グラビアなどの職業的出演

者）の写真集 

（8）付属の電子媒体が館外貸出不可の資料は収集しない。 

 

附 則 

 この基準は、平成25年４月１日から施行する。 

 

 


